
 
 

（公社）沖縄県建築士会の規程を新設する試案について 

 
 

新設する試案 

公益社団法人沖縄県建築士会 支部交付金規程 

 

新設理由 

・本会においては、納付された会費の一部を支部の活動資金として各支部へ交付しているものの、

これに関する規程については、現時点で存在していない。 
以前、「社団法人」時点は、細則の中で交付金について定められていたが、公益社団法人移行時

に当該細則が刷新されたことで消滅したため、現在は以前の算定方法を継続して用い、交付を

行っている。 
以上のことから、改めて当該規程を制定する必要がある。 
 
 

メンバーズコメント等の募集 

 本会の規程の制定新設について、会員の皆様のご意見を下記の要領で募集いたします。 

 

１.意見募集期間 

 令和８年１月 14日(水)～令和８年１月 30日(金) 

 

２.意見の提出先等 

 ①本会ＨＰから事務局宛て電子メールにて応募願います。 

 ②電子メールは、テキスト形式(ワード又は一太郎)でお願いします。 

 

３.留意事項 

 ①ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。 

 ②書式は、自由とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

公益社団法人沖縄県建築士会 支部交付金規程（試案） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人沖縄県建築士会（以下「本会」という。）が、各支部

に対し活動資金として交付する助成金（以下「支部交付金」という。）に関して、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（支部交付金の対象支部） 

第２条 支部交付金の対象となる支部は、公益社団法人沖縄県建築士会規則（以下「規

則」という。）第５条に定める支部とする。 

 

（支部交付金の支給） 

第３条 支部交付金の支給は１事業年度につき１回とし、当該年度における会費納付額の

集計後、速やかに各支部が指定する銀行口座へ振り込むものとする。 

 

（支部交付金の額） 

第４条 支部交付金の額は、当該年度に納付された会費の額を基に、次の各号により算出

した額を合計した額とする。但し、百円未満は切り捨てるものとする。 

（１）均等割額：会費全額に１００分の５を乗じ、これを支部数にて除した額 

（２）会員数割額：各支部に所属する会員の納付額に１００分の８を乗じた額 

 

（その他） 

第５条 その他、この規程にない事項については、理事会にて決定する。 

 

附 則 

この規程は令和８年 月 日より施行する。 

 

 



支部交付金　試算表 （均等割　５％　＋　会員数割　８％）

会費納入額（Ａ） Ｒ６交付額（６） 均等割額（Ｂ） 会員数割額（C） Ｒ７交付試算額（７） Ｒ６との差額

（正・準・過年度） 各支部（Ａ）×15％ (A)合計×５％÷15支部 各支部（A）×８％ （B）＋（C） （６）－（７）

1 那 覇 東 1,191,100 178,665 45,600 95,200 140,800 △ 37,865

2 那 覇 西 1,191,000 178,650 45,600 95,200 140,800 △ 37,850

3 那 覇 南 889,200 133,380 45,600 71,100 116,700 △ 16,680

4 那 覇 北 737,000 110,550 45,600 58,900 104,500 △ 6,050

5 首 里 839,600 125,940 45,600 67,100 112,700 △ 13,240

6 島 尻 920,200 138,030 45,600 73,600 119,200 △ 18,830

7 南 部 316,200 47,430 45,600 25,200 70,800 23,370

8 浦 ・ 西 1,682,600 252,390 45,600 134,600 180,200 △ 72,190

9 宜 野 湾 1,050,700 157,605 45,600 84,000 129,600 △ 28,005

10 沖 縄 市 1,438,200 215,730 45,600 115,000 160,600 △ 55,130

11 中 部 761,000 114,150 45,600 60,800 106,400 △ 7,750

12 う る ま 770,400 115,560 45,600 61,600 107,200 △ 8,360

13 北 部 860,600 129,090 45,600 68,800 114,400 △ 14,690

14 宮 古 565,000 84,750 45,600 45,200 90,800 6,050

15 八 重 山 474,400 71,160 45,600 37,900 83,500 12,340

計 13,687,200 2,053,080 684,000 1,094,200 1,778,200 -274,880
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